
 

 

 

 

 開発まちづくり条例（開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例（平成 17 年 10 月

1 日施行））の規定により、全ての開発事業に対して、建設予定地に関する調査依頼書に代えて、

『開発構想届』が必要です。      

※開発事業とは以下のいずれかに該当する行為 
① 都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為 
② 宅地造成等規制法第２条第２号に規定する宅地造成 
③ 建築基準法第２条第１号に規定する建築物の建築又は用途変更 

 

■提出書類 

提出書類 サイズ 部数※ 

開発構想届出書 宝塚市のホームページからダウンロード可能です。 A4 2 部 

位 置 図 
方位、道路、目標となる地物を明示ください。 

（都市計画課で販売の白地図を利用） 
A4 2 部 

配 置 図 

縮尺、方位、敷地境界線、建築物の位置、申請に係る建築

物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置、

汚水・雨水排水計画、土地の高低、建築物の外壁又はこれ

に代わる柱の面から敷地境界線までの有効寸法並びに敷

地に接する道路の位置及び幅員を明示ください。 

※宅地造成工事規制区域内では、敷地断面を2面以上併記

ください。（現況及び計画の地盤高さを明示ください） 

A3 2 部 

封   筒 
指定確認検査機関宛  （A4 判の用紙が入る大きさ 切手必要） 1 通 

代理者宛  （定形封筒 切手必要） 1 通 

※特定開発事業における開発構想届は３部必要です。 
※特定開発事業とは以下のいずれかに該当する開発事業（一戸建ての専用住宅一戸の開発事業を除く） 

      ア 開発事業区域の面積が５００平方メートル以上のもの 
      イ 建築物で地階を除く階数が４以上のもの 
      ウ 建築物の高さが１０メートルを超えるもの 

 

■手続きの流れ （特定開発事業は別紙『特定開発事業の申請フロー』参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

宝塚市 開発指導課 ０７９７－７７－２０８１ 

建 築 確 認 申 請 の 前 に 『 開 発 構 想 届 』 が 必 要 で す 
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指定確認検査機関 

代 理 者 

郵送 

郵送 

※一戸建ての専用住宅一戸の開発構想届の場合、受付から発送まで通常 7～10 日程度 



第２火曜日の前週の月曜日

第２火曜日

第３火曜日

月末

特定開発事業　申請フロー

開発事業者住民 宝塚市
（開発指導課）

A
開発構想届出書 ３部

開発構想届

標識の設置

B
標識設置届 ２部

住民への説明

特定開発事業計画の策定

D
特定開発事業計画
報告書 ２部

通知書（回答書）

関係課意見
照 会

（２週間程度）

要望書

意見書

説明

見解書

見解書（写し）

閲覧

開発協議の申出

E
開発協議申出書 ５部

開発協議

協議事項通知書

開発協定締結の申出

F
開発協定締結
申出書 ２部

開発協定の締結

C
説明会資料配布

指定確認検査機関へ通知

縦

覧

G
着 手 届 １部

H
完 了 届 １部

① 開発事業区域面積が
３，０００㎡以上のもの

② 住宅の戸数が５０戸
以上のもの

③ 予定建築物の地上
階数が７以上のもの

④ 都計法第３２条協議
が見込まれるもの

⑤ その他庁内調整が
必要なもの

通知書（回答書）

幹 事 会

開発まちづくり会議

問合せ先 宝塚市都市整備部開発指導課 電話 ０７９７ ７７ ２０８１

■ 資料を配布する住民■
① 近隣住民（区域境界線から１５メートル

又は１．５ｈ（５０ｍを超える場合は、５０
ｍ）の範囲内の土地所有者、建物所有
者、建物の占有者

② 区域の自治会及び区域に隣接する自
治会の代表者

③ 区域のまちづくり活動団体の代表者
④ 工事車両が通行する自治会の代表者
⑤ 開発事業者の調査により電波障害の

恐れのある住民

■ 配布資料 ■
１ 説明会開催案内
２ 開発構想の説明を受ける住民の皆さんへ
３ 開発構想に対する要望書（用紙）
４ 開発構想の概要
（説明会の7日前までに配付）

２週間以上

２週間又は３週間(期間延長要請書)

２週間

２週間（紛争調整申出期間）
２週間（紛争調整申出期間）


